
中身の見えない袋 米袋 段ボール 肥料袋 紙袋

燃えるごみ ビン類 缶類 ペットボトル 乾電池 板・枝
などは束ねる

板きれ、剪定枝は今までどおり50センチ以内に切って束ねて出してください。
中身を見られたくないごみは、小さめのビニール袋、紙袋（透けていなくてよい）などの小袋
に入れてから、ゴミ袋に入れてください。ただし、小袋の使用は最小限でお願いします。
プラスチック製品など大きなごみ（50センチ以内で袋に入りきれないもの）は、今までどおり
そのまま出す又はつぶしてヒモで束ねて出してください。

※
※

※

詳細は加茂市HPでご確認ください。

ご理解とご協力を
　よろしくお願いします

黒い袋や段ボール等では収集できなくなります

加茂市　環境課 52-0080（内線 251・252）
ごみ袋に関する
詳しい内容

など


